
令和５年度事業計画書 
 

 

一般社団法人 粒子線治療推進研究会 

 

 

基本方針 

重粒子線がん治療の普及啓発の推進を図るとともに粒子線治療を促進するす

べての機関と連携して、我が国のみならず世界の人々が、広く粒子線治療を享

受できる環境づくりに貢献することを目的として、重粒子線治療の海外展開の

普及に努めるとともに国内外の重粒子線治療施設導入計画・人材育成の支援を

行う。 

更に同事業の一環として重粒子線治療は、海外では認知度が低く、海外向け

の情報が少ないため、認知度の向上を目的に海外に向けた重粒子線治療の各種

普及啓発活動を行うとともに、粒子線治療を含む外国人患者の日本の医療機関

での受入等の相談支援を行う。 

 

 

I. 総務事項 

社員総会は毎 年6月1回開催するほか必要に応じ臨時に開催する。また理事会

を定時に各２回開催するとともに、必要に応じ臨時に開催し、事業運営に関する重

要事項について審議し、決定する。また、運営会議等において所要の議題につい

て審議・検討を行う。 

 

II. 普及啓発の推進・支援事業 

国内並びに海外に向けた重粒子線治療の広報・普及活動を展開する。 

１．重粒子線治療の普及のため専門情報の発信、広報資料の作成を行う。 

２．外国人医療関係者等の重粒子線施設等の施設見学、取材等の支援を行う。 

 

III. 人材の育成・支援事業 

海外での重粒子線施設普及の根幹をなす放射線腫瘍医、医学物理士などの人

材を育成するため、短期間（数日）の専門性の高い内容を、実際の治療現場におけ

る OJT（Onthe Job Training）を含め、事業実施の可能性を検討する。 

 

IV. 国際協力事業 

１．中国、韓国など海外で検討されている重粒子線治療プロジェクトの支援



を行う。 

２．日本で粒子線治療等を希望する海外の患者が、安心して治療を受けられ

るようにするため、国際協力の一環として粒子線治療施設等の医療機

関並びに関係団体とも協力して医療コーディネータが紹介する中国人、

韓国人等の患者の国内施設への受入れ支援を行う。 

 

Ⅴ．各種調査・研究並びに実施事業 

１． 国内外の重粒子線施設建設計画の建設予定事業体からの各種調査の受 

  託・支援等を行う。 

２. 日本で粒子線治療を希望する渡航受診者のスムーズな受入れ・治療へ

のシステムの確立を目指すため、関係機関と協力して調査等を実施す

る。 

 

Ⅵ．関連諸施設との連携・整備の促進事業 

１.  民間企業からの依頼に基づき経産省、外務省が認定する「医療滞在ビ 

ザに係る身元保証機関」の申請業務の支援を行う。 

２. 一般社団法人 Medical Excellence JAPAN が実施している経済産業省の

ヘルスケア産業国際展開推進事業の協力支援を行う。 

３. 粒子線がん相談クリニックでの外国人患者の円滑な相談支援を行うた

め、医師の来院及び適時に合わせて常駐して運営支援を行う。 

 


